
3.診療（調剤）報酬受付受領書（総括票）の記載について 
 

受領書(総括票)の記載について、次のとおりお願いいたします。 

質  問 回    答 

Ｑ１ 受領書(総括票)の

保険者数の欄 

Ａ１ 原則として請求書の枚数を記入。 

    

Ｑ２ 受領書(総括票)の

コンピュータ印字 

Ａ２ 国保連合会で用意した複写式受領書(総括票)を使用

した印字可。 

新用紙（後期高齢者医療欄のある用紙）を必ず使用。

Ｑ３ 調剤薬局の処方せ

ん受付回数 

Ａ３ 医保・国保･後期高齢の合算回数を記載。 

Ｑ４ 前月未提出等の理

由により月遅れ分の

請求がある場合 

Ａ４ 月遅れ請求分が月単位で複数月ある場合はそれぞれ

診療年月単位で編綴して請求。 

各々受領書(総括票)を作成。 

Ｑ５ 電子レセプト（媒

体）の請求の受領書

(総括票)の件数・保

険者数等 

Ａ５ 電子レセプトの件数、点数を記入。 

（なお、月遅れの紙レセプトがある場合は、その件数

を含め記入。） 

保険者数は、請求する保険者の数を記入。 

Ｑ６ オンライン請求の

受領書(総括票) 

Ａ６ 原則として、受領書(総括票)は必要ありませんが、

返戻等の紙レセプト請求がある場合は、紙レセプト分

だけを受領書(総括票)へ記入。 

 

Ｑ７ 被保険者資格証明

書の明細書（特別療

養費）がある場合 

Ａ７ 被保険者資格証明書の明細書（特別療養費）分は 

請求書の記載がありませんので、受領書(総括票)への

記入は不要。 
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診療（調剤）報酬受付受領書（総括票）の記載要領 

 

「診療（調剤）報酬受付受領書（総括票）」（以下「受領書」）の記載について、次のとおりお願いし 

ます。 

１ 受領書は今月提出する診療（調剤）報酬を総括して記載。 

２ 返戻明細書を再提出するときは、上記 1の当月提出分とあわせる。（Ｐ11 参照） 

３ 前月未提出等の理由により、2ケ月以上の請求があるときは、各月ごとに受領書を添付。 

（Ｐ11 参照） 

４ 受領書の作成は、各番号の箇所に沿って記載。 

①提出する診療報酬明細書の年月分（診療月）を記載。 

 ②医療機関コード又は薬局コード（7桁）を記載。 

③該当する点数表を○で囲む。 

  ④保険者単位に添付した請求書の枚数を記載。（県外分も含む。） 

  ⑤国民健康保険の入院・入院外の件数及び点数を記載。 

  ⑥後期高齢者医療の入院・入院外の件数及び点数を記載。 

  ⑦国民健康保険及び後期高齢者医療の各入院・入院外の件数及び点数の合計を記載。 

 ⑧国民健康保険及び後期高齢者医療の食事・生活療養費の件数及び金額の合計を記載。 

 ⑨調剤薬局の当該月に受付した処方せんの回数（枚数）を記載。 
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